
4 年連続増勢で全国大会 

一年間のたたかいを意思統一 
第 69回全国大会は、石川県加賀市「加賀観光ホテル」にて開催され、熱心な議論の上、す

べての議事を圧倒的多数の代議員の賛成で可決しました。

   

全国大会での主な発言要旨 

Ⅰ．国立病院の充実強化 

○富士・八雲病院の廃止計画はひとごとではない。

廃止を止めるために行動を起こそう。 

○ハンセンは時間がない。将来構想、期間業務職員

の処遇改善問題、第二共済の 18 日問題など地元・

国会議員・国公労連・全療協と共に運動を進める。 

○司法精神では、外泊訓練時の車の運転や院外受診

時の付き添い体制問題など改善すべき問題がある。 

Ⅱ．大幅増員・夜勤改善 

○佐賀地区は、二交替制夜勤反対の 20 回目の座り

込みをした。佐賀支部は二交替試行の延長を止めさ

せ三交替に戻した。 

○ハンセンの全生園で二交替導入。入所者にとって

どうなのかという視点で反対の声を上げ続ける。 

○特定行為反対の運動は、取り組みが弱い。 

○夜勤免除や育児時間、高齢者の夜勤軽減について 

支部での具体的な問題や改善の取り組みの発言が

多くあった。 

 

 

 

●保育所の問題で 5人の発言があった。 

○保育料金の値上げや延長保育の料金のことで組

合から申し入れると、施設から「保育所の運営に組

合は関係ない」と言われる。 

○病院は建て替えになり保育園もかと思ったら工

事に含まれていなかった。老朽化や駐車場に園庭が

隣接で危ない。建て替えを希望している。 

○国立の保育所で 2 番目にできた南岡山医療セン

ター「たんぽぽ保育園」で 55 周年を祝う記念行事

を開催した。 

○三重県榊原病院の「しらゆり保育園」廃止延期は

されたが廃止方針は変わらない。子どもがいる限り、

看護師確保のために存続の要求を出し続ける。 

○委託契約の更新時期だが、施設を「大切な子ども

を預っている」という立場に立たせ、安心安全な保

育と保育士の賃金労働条件を維持できるよう保育

所と保護者、組合の三者が協力し合ってこの秋がん

ばろう。本部に「保育所問題プロジェクトチーム」

を設置し今後の運動を作っていく。第一回は 10 月

上旬ごろ。 

Ⅲ．賃金労働条件改善 

○業績評価中止撤回してほしい。 

○目標を本人の許可もなく一覧表にして張り出し

たり、再雇用者は評価の必要がないのではないか。 

○行㈡・技能職の人は退職後不採用のため 1300 人

くらいに減っている。地方協でも会議はしているが、

本部主催の会議を開いてほしい。 

○結核ユニット病棟で手当が半減。元に戻して。看

護師の俸給表の引き上げをしてほしい。 

55 歳以上の看護師の俸給表の改定を。 
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介護職の夜間看護等手当を引き上げて。 

Ⅳ.働き続けられる職場づくり 

○全スタッフが準夜で休憩ができていないことを

「超勤申請」で示し、準夜が 3人体制になり休憩も

取れ、定時に帰れるようになった。 

○3人夜勤が実現した。ずーっと要求し続けること

が大切。 

○師長のパワハラに対して組合員が団結し、師長を

移動させることができた。 

○昨年大会に来て「苦情処理は普通にやっているこ

と」とわかり、パワハラで苦情処理をすることがで

きた。師長は配置換えになり,今は師長におびえな

いで働けるようになった。 

○署名をとるなどして団体交渉で駐車場料金を値

下げさせた。 

○毎月退勤時間調査で署名を集めている。 

Ⅴ．スト権確立 

○批准投票。当局からの妨害はないか。 

非公務員になってストは合法になった。しかし、妨

害はないとは言えない。万が一あったら見逃さず全

体でたたかう。 

○医療現場でストは可能なのか。 

できるだけ患者に迷惑をかけないようにするため

保安要員の協議をする。 

○スト参加でカットされた賃金の補てんは。 

全医労本部で補てんする。 

○ストの実施は、私たちの要求に対する機構本部の

回答による。私たちの切実な要求に対して誠意ある

回答をしない場合、スト決行の判断をする。 

○ストをすることが目的ではない。組合員の多くが

賛同する要求で交渉することが大事。 

Ⅵ.組織拡大強化 

○組合のメリットをうまく伝えたい。 

○看護学校の学生対象に何かできないか。 

○労働者過半数を切っていた。みんなで協力して 

1 週間で 25人拡大を頑張った。 

○連続拡大 65 ヶ月になる。始めるとやめられない。 

○全医労学校に参加して模擬団交を経験した青年

が、団交に参加していいですかと言っている。 

・・・等々全体で 104 人の発言があった。 

2015 年度運動方針・・圧倒的多数で採択。 

スト批准投票をするかの投票・・圧倒的多数で採択

された。 

 

 

 

8 月末：6月の夜勤実態調査。全支部で取り組もう。 

9 月末：保育所の委託契約に向けて 3点セット。 

 ①「良質な保育・・・・委託契約を求める要求書」

院内保育所がある全支部で施設長に提出します。 

 ②「良質な保育・・・委託契約を求める要求署名」

全支部、できるだけ多くの署名を集めましょう。 

 ③「子どもの健やかな育ちを保障・・ひとこと署

名」を保育所職員・保護者・組合員を対象にでき

るだけ多くの署名を集めましょう。 

9 月末：「『特定行為』に関する要求書」を施設長宛 

に全支部で提出します。 

10 月 ：●スト批准投票 

 18～19 日女性集会・たくさん来てね。 

 ●要求提出と団体交渉申し入れ月間 

●女性部・増員交渉：増員要求書の集約 

10～11 月母性保護月間 

12 月末：「夜勤改善・大幅増員署名」目標の半分を

12 月までに取り切りましょう。 

                                   

 

 

これから女性部が取り組むべきこと 


